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（１） はじめに ～評価と現状認識～
海洋基本法制定からのこれまでの歩みを総括した上で、
現状認識を整理。

（２） 第１部
～総論（海洋政策の理念、方向性、施策の基本的な方針）～
① 海洋基本法の目的「新たな海洋立国を実現すること」を
目指すため、「新たな海洋立国への挑戦」を本計画の政策
の方向性として位置付け。
② ①の政策の方向性の内容を、端的なキャッチフレーズを
用いて示すと、以下のとおり。

(a)開かれ安定した海洋へ。守り抜く国と国民
(b)海を活かし、国を富ませる。豊かな海を子孫に引き継ぐ
(c) 未知なる海に挑む。技術を高め、海を把握する
(d) 先んじて、平和につなぐ。海の世界のものさしを作る
(e) 海を身近に。海を支える人を育てる

③ 海洋の安全保障の観点から海洋政策を幅広く捉え、
中核である海洋の安全保障に関する施策に加え、海洋の
安全保障に資する側面を有する施策とを併せ、「総合的な
海洋の安全保障」として、政府一体となって取組を推進する
ことを明記。

第３期計画のポイント

第３期海洋基本計画について

海洋基本法の成立（平成１９年４月２０日）

第１期海洋基本計画（平成20年3月閣議決定）

第２期海洋基本計画（平成25年4月閣議決定）

第３期海洋基本計画（平成30年5月閣議決定）

おおむね５年ごとに見直し

＜海洋政策の推進体制＞

・海洋基本計画の作成、実施の推進
・関係行政機関の施策の総合調整 等
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本部長：総理大臣
副本部長：官房長官、海洋政策担当大臣
本部員：本部長・副本部長以外の

全ての国務大臣

 我が国の海洋に関する諸施策は、海洋基本法及び海洋
基本計画に基づき、総合的かつ計画的に推進。

 第２期海洋基本計画は、平成２５年４月に策定され平成３
０年４月で５年を経過。

 平成３０年５月１５日に、総合海洋政策本部会合での了
承及び閣議決定によって、第３期海洋基本計画を策定。

 第３期計画の主なポイントは以下のとおり。

※海洋基本法では、「おおむね5年ごとに、海洋基本計画の
見直しを行い、必要な変更を加える」こととされている。

④ 最近の海洋における情勢変化を踏まえ、「総合的な
海洋の安全保障」のほか、海洋の主要施策として、
（１）海洋の産業利用の促進
（２）海洋環境の維持・保全
（３）科学的知見の充実
（４）北極政策の推進
（５）国際連携・国際協力
（６）海洋人材の育成と国民の理解の増進
についての基本的な方針を記載。
「北極政策」は、計画では初めて主要施策として位置づけ。

（３） 第２部 ～各論（具体的施策）～
① 約３７０項目の施策を列挙。
② 海洋諸施策の実行性を担保するため、各施策の
実施府省名を明記。
③ 「海洋状況把握（ＭＤＡ）の能力強化」を項目として独立。

（４） 第３部 ～計画推進に必要な事項～
① 総合海洋政策本部が総合海洋政策推進事務局と一体
となって、政府の司令塔としての機能を果たし、取組を推進。
② 施策の進捗状況を把握・評価し、計画的かつ総合的な推
進に活かすため、ＰＤＣＡサイクルを活用し、俯瞰的・定量的
に把握するための指標を用いた工程管理を行うことを記載。１



第３期海洋基本計画 概要（その１）

１．今後の１０年を見据えた海洋政策の理念と方向性
 政策の理念

 政策の方向性

１．海洋基本法施行後１０年の総括

２．最近の情勢を踏まえた現状認識

 海洋政策のあり方

 これまでの海洋政策の評価と最近の情勢

○海洋基本法に基づき、第１期・第２期計画を閣議決定し、同計画に掲げる諸施策を推進
○各省にまたがる横断的分野においても、関係法令の制定や施策を総合海洋政策本部決定
【具体例】 海賊対処法（平成21年）、低潮線保全法（平成22年）

国境離島の名称付与（平成26年）、無主の国境離島の国有財産化（平成29年）
再エネ海域利用法案の閣議決定（平成30年）

○施策の進捗状況の評価等を着実な推進に活かしていくための工程管理の強化が必要
○海洋政策を国民に広く知ってもらうための発信力に改善の余地あり

○人口減少・少子高齢化、グローバル化の進展、ＩＴ分野における技術革新の加速化
○海洋の安全保障や海洋の産業利用などを取り巻く情勢の変化（※）に応じて、様々な状況に
対応できる体制整備や海洋資源開発に係る取組の推進を実施
（※）【情勢変化の具体例】 外国公船による領海侵入、外国漁船の違法操業及び漂流・漂着、外国調査船の同意を得ない調査、

我が国ＥＥＺ内への弾道ミサイル発射、一方的な現状変更の試み等

(a) 開かれ安定した海洋へ。守り抜く国と国民
(b) 海を活かし、国を富ませる。豊かな海を子孫に引き継ぐ
(c) 未知なる海に挑む。技術を高め、海を把握する
(d) 先んじて、平和につなぐ。海の世界のものさしを作る
(e) 海を身近に。海を支える人を育てる

海洋基本法に定める基本理念（「海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和」、「海洋の安全の確保」、「海洋に関
する科学的知見の充実」、「海洋産業の健全な発展」、「海洋の総合的管理」及び「海洋に関する国際的協調」）を踏まえ、
次の事項を認識して政策を進める。
①我が国にとり、好ましい情勢や環境の能動的な創出
②国力の持続的な維持のため、海洋の豊かさ・潜在力の最大限の利活用
③健全な海洋産業による海洋の持続可能な開発・利用と環境保全とのWin-Win関係での発展
④世界最先端の革新的な研究開発と観測・調査の充実
⑤海洋に関する国民の理解の増進

２

≪新たな海洋立国への挑戦≫

我が国の領海及び排他的経済水域等
（ＥＥＺ）

（注）上図の紫色の範囲は、延長大陸棚を示す。



第３期海洋基本計画 概要（その２）

２．海洋に関する施策についての基本的な方針
２－１．「総合的な海洋の安全保障」の基本的な方針

２－２．海洋の主要施策の基本的な方針
（１）海洋の産業利用の促進
 経済安全保障の確保、経済成長の実現、海洋権益の確保を意義として一体的に推進
 メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の海洋由来のエネルギー・資源の開発推進
 洋上風力発電に関し、海域利用ルール等の制度整備を加速
 高付加価値化・生産性の向上を通じて、海洋産業の国際競争力競争力を強化
 ＳＩＰ「次世代海洋資源調査技術」の成果を活用
 「海洋資源開発技術プラットフォーム」を通じ、企業間交流の活動を支援
 クルーズ船の寄港拡大や大学発ベンチャー等、新しい活力を海洋産業に取り込み、市場を開拓
 外航及び内航海運における安定的な海上輸送の確保（トン数標準税制の活用、「内航未来創造プラン」に従った施策の推進）
 海上輸送拠点の整備（国際コンテナ・バルク戦略港湾政策の推進）
 水産資源の適切な管理（資源調査の抜本的な拡充、漁業取締能力の強化）
 水産業の成長産業化（「浜プラン」の実施による所得向上、流通構造の改革と水産物輸出の促進

収益性の高い操業体制への転換等による国際競争力の強化、担い手の育成・確保）

 海洋政策のあり方

海域利用ルールの整備

３

 海洋をめぐる安全保障上の情勢を踏まえ、様々な分野
に横断的にまたがる海洋政策を幅広く捉える

 国家安全保障戦略における海洋安全保障を含む安全保
障に関連する幅広い施策を海洋の安全保障に関する施
策と整理する。それに加え、海洋の安全保障に資する側
面を有する施策を、海洋の安全保障の強化に貢献する

基層となる施策に位置づける。両者を包含して「総合的
な海洋の安全保障」として政府一体となって取組を推進

 関係各国と連携・協力しながら「自由で開かれたインド太
平洋戦略」を推進

総合的な海洋の安全保障

②海洋の安全保障の強化に貢献する基層

(a) 基盤となる施策

①海洋の安全保障
防衛、法執行、外交、海上交通における安全対策、
海洋由来の自然災害への対応

(b) 補強となる施策

経済安全保障 海洋環境の保全等

海洋状況把握（MDA）体制の確立

国境離島の保全・管理 海洋調査、海洋観測

科学技術、研究開発 人材育成、理解増進

海上保安体制の強化

国境離島の保全・管理

 防衛・海上保安体制を強化するとともに、海洋状況把握（ＭＤＡ）体制の確立、国境離島の保全・管理については、重点的
に取り組む

 海洋状況把握（ＭＤＡ）は、海洋に関する施策に活用するため、海洋関連の多様な情報を、艦艇、巡視船艇、航空機、衛
星や調査観測船等から効果的に「収集」、「集約・共有」を図るものである。その能力強化に向けた取組を一層強化

 排他的経済水域等における海域管理のあり方については、第２期計画以降の議論も踏まえ、法体系の整備を進める

メタンハイドレートの開発推進

資源評価の精度向上



第３期海洋基本計画 概要（その３）

４

（２）海洋環境の維持・保全
 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）等国際枠組を活かした海洋環境保全の推進

（適切な海洋保護区の設定、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの削減、サンゴ礁等の保全等）

 高い生産性と生物多様性が維持されている「里海」の経験を活かしつつ、沿岸域の総合的管理を推進
 瀬戸内海等における「きれいで豊かな海」の実現に向けた総合的取組の推進と調査・研究等の加速化

（３）科学的知見の充実
 海洋科学技術に関する研究開発の推進
 海洋調査・観測・モニタリング等の維持・強化
 海洋と宇宙の連携
 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた研究開発の推進

（４）北極政策の推進
 我が国民間企業における北極海航路を利用する動き（例.ヤマルＬＮＧプロジェクト）や諸外国における取組の活発化等を踏
まえ、研究開発・国際協力・持続的な利用に係る諸施策を重点的に推進

 我が国の強みである観測・研究開発に関しては、北極域研究推進プロジェクト（ＡｒＣＳ）等により、北極圏国における国際連
携拠点（例. ノルウェー・ニーオルスン基地）の整備や、海氷下でも自律航行や観測が可能な自律型無人探査機（ＡＵＶ）等の
開発・運用を実施。また、砕氷機能を有する北極域研究船の建造等に向けた検討を進める

（５）国際連携・国際協力
 「法の支配」「科学的知見に基づく政策の実施」を原則に、国際社会全体の
普遍的な基準として浸透させるべく活動し、これらの取組を通じて我が国国益を実現

（６）海洋人材の育成と国民の理解の増進
 海洋教育の推進

 海洋立国を支える専門人材の育成と確保

 外向きの海洋国家観の浸透、「海の日」の活用・充実

北極政策の推進次期SIPの実施

 海洋政策のあり方

ニーオルスン基地
完成予想図

海氷下を含む北極海観測
のイメージ

（次期SIP「革新的深海資源調査技術」により世界に先駆けた技術開発）

第２０回「海の日」特別行事
総合開会式 安倍総理スピーチ

（2025年までに全市町村での海洋教育の実施を目指し、
「ニッポン学びの海プラットフォーム」の下、取組を強化）

（海洋開発技術者の育成を目指し、「日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム」の取組強化を促進）

海洋保護区の設定

海洋ごみへの対応

衛星情報について
の研究・検討



第３期海洋基本計画における宇宙関連施策の記述（抜粋）

第１部 海洋政策の在り方

２．海洋に関する施策についての基本的な方針
２－２．海洋の主要施策の基本的な方針

（３）科学的知見の充実
イ 海洋調査・観測・モニタリング等の維持・強化
海洋調査・観測・モニタリング等の活動により収集した海洋の科学的情報を活用し、海洋の状況を把握し、これを適切に共有す
るMDAの取組は、多様な海洋政策の実施や海洋における脅威・リスクの早期察知に有効であり、その意味においても、海洋調査
等の活動は、２－１．で示した「総合的な海洋の安全保障」の全体に資するものである。
こうした観点から、我が国がこれまでに構築してきた海洋観測網を貴重な資産と捉え、その維持・強化を図るとともに、先進的な
観測システム構築に係る技術開発の推進や取得した海洋情報の一元化に関する取組の強化を図る。
また、広大な海洋の情報を効果的に取得するためには、海洋調査船等による現場観測に加え、宇宙技術の活用や国際連携・
国際協力が不可欠である。したがって、海洋と宇宙の政策連携を一層強化し、海洋分野における衛星による地球観測や通信技
術等の活用を更に推進するとともに、国際的な海洋観測体制の構築・強化や観測技術の国際標準化等の議論においても主導的
な役割を果たしていく。

ウ 海洋と宇宙の連携及びSociety 5.0の実現に向けた研究開発
海洋の科学的知見の充実には、船舶だけではなく、衛星を効果的に活用することが有益であり、意義深いものである。さらに、
海洋の状況を適切に把握することは、海洋政策を推進するに当たり極めて重要である。MDAの能力強化においても、衛星による
海洋情報の収集は有効な手段である。これらの観点から、宇宙を活用することにより、広範な海洋の科学的知見を充実させ、海
洋の観測や船舶航行の状況の把握を進めるために、海洋における衛星情報の利活用を引き続き推進していく必要がある。
また、「第５期科学技術基本計画」（平成28年１月、閣議決定）では、ネットワーク技術や人工知能（AI）、ビッグデータ解析技術等
を活用した「Society 5.0」の実現や科学技術イノベーション創出が強く打ち出されている。調査・観測により収集される膨大な海洋
情報を海洋政策に有効に活用するためには、これら膨大なデータや情報の集約、解析、予測に係る技術等が不可欠であることか
ら、Society 5.0 の実現に向けて、海洋ビッグデータの整備・活用や気候・海洋変動の予測等に係る研究開発を推進する。

５



第３期海洋基本計画における宇宙関連施策の記述（抜粋）

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

１． 海洋の安全保障
（１）我が国の領海等における国益の確保
○海洋監視体制の充実を図るため、衛星による情報収集の取組や省人化・無人化を考慮した装備品等の研究や導入を推進して
いく。（内閣官房、国土交通省、防衛省）

○主として防衛省・自衛隊、海上保安庁及び内閣官房（内閣情報調査室）等が保有する艦艇、巡視船艇、測量船、航空機、情
報収集衛星等や沿岸部設置のレーダー等の効率的な運用と着実な増強に加え、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
（JAXA）の先進光学衛星（ALOS-3）、先進レーダー衛星（ALOS-4）、超低高度衛星技術試験機（SLATS）等の各種衛星及び民
間等の小型衛星（光学衛星・ＳＡＲ衛星） 等の活用も視野に入れ、また、同盟国や友好国等と連携し、我が国領海等における海
洋監視情報収集体制を強化していく。（内閣官房、内閣府、外務省、財務省、文部科学省、国土交通省、防衛省） （以下の「４．
海洋状況把握（ＭＤＡ）の能力強化」の項に再掲）

４． 海洋状況把握（MDA）の能力強化
（１）情報収集体制
○準天頂衛星の機数増等の取組、ALOS-3・4等のセンサーに関する技術開発及びSLATSの実証実験等の進展、船舶自動識別
装置（AIS）受信機を搭載した衛星の普及や小型衛星等各種衛星に関する諸外国の取組等を踏まえ、衛星AISによる船舶航行状
況をより正確に把握するための実証実験の実施など、MDAにおける衛星情報の更なる利活用について研究や検討を行う。（内
閣府、文部科学省）

○海水温、海流、海氷等の海況監視、漁業者に対する漁場情報の提供、海洋上を含む地球規模の温室効果ガスの観測や気候
変動予測等の分野において、衛星情報の利用を引き続き推進する。（文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省）

○海洋気象観測船、漂流型海洋気象ブイ、沿岸波浪計、潮位計、気象衛星ひまわり、気象レーダー等を用いた気象・水象観測を
実施する他、地震・津波観測を実施する。（国土交通省）

（２）情報の集約・共有体制
○観測データの価値を向上するため、係留・漂流ブイ、船舶、衛星等の異なる手法で得られた観測データの統合（数値予報モデル
へのデータ同化等）を推進する。（文部科学省、国土交通省）

６
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第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

５．海洋調査及び海洋科学技術に関する研究開発の推進等
（１）海洋調査の推進
○海洋のモニタリングについては、リアルタイム性のみならず、長期的な観測を積み重ねるとともに、衛星や観測ブイ等を用いた高
度な観測技術を最大限活用し海洋を総合的に観測することが重要であり、海洋観測を行う海洋調査船等の適切な運航、効率的
な観測に資する自動化技術の向上等に取り組む。（文部科学省、国土交通省）

○火山噴火予知に資する基礎情報を収集・整備するため、南方諸島及び南西諸島の海域火山を中心に航空機や衛星画像の活用
等による定期的な監視、海洋調査船による海底地形、地質構造、海上重力及び地磁気の調査を実施する。（国土交通省）

○船舶、沿岸の安全を確保するため、海洋気象観測船、漂流型海洋気象ブイ、沿岸波浪計、潮位計、気象衛星ひまわり、気象
レーダー等を用いた気象・水象観測を実施する他、地震・津波観測を実施する。（国土交通省）

○高精度で効率的な観測・探査システムの構築を推進するため、音響通信・複合通信システム、計測・センシング、測位、検知・探
知、モニタリング、試料採取、分析等に係る先進的要素技術、探査・観測システム等の長期運用に必要となるエネルギーシステ
ムに係る技術、深海底での調査や観測のためのセンサーや観測プラットフォーム設置に係る技術等について、先進的な研究
開発を推進する。（文部科学省）

（２）海洋科学技術に関する研究開発の推進等
○大容量の海洋データの送信を行うための衛星を活用した高速通信技術に係る研究開発を進める。（内閣府、総務省）

○海洋の調査・観測で得られる多様で膨大なデータ（海洋ビッグデータ）の収集、解析等を通じ、ビッグデータ、AI等の超スマート社
会を支える基盤技術の強化を図るため、スーパーコンピュータ等を最大限に活用し、海洋地球科学の推進のために必要な先端
的な融合情報科学を推進する。（文部科学省）

○海洋ビッグデータを用いて多様な経済・社会的課題の解決や新しい価値の創出に貢献するため、地球環境情報プラットフォーム
であるデータ統合・解析システム（DIAS）等を活用し、他分野との連携・融合を図りつつ、情報の活用を推進する。（文部科学省）

７



第３期海洋基本計画における宇宙関連施策の記述（抜粋）

第２部 海洋に関する施策に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

６．離島の保全等及び排他的経済水域等の開発等の推進
（１）離島の保全等
○排他的経済水域等の外縁を根拠付ける低潮線の保全のため、低潮線保全法及び「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利
用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」（平成22年７月、閣議決定）に基づき、低潮線保全
区域内の海底の掘削等の行為規制を行う。また、船舶、ヘリコプター等を活用した継続的な巡視や空中写真の周期的な撮影、
衛星画像等による低潮線保全区域の状況を把握するための調査を実施する。（国土交通省）

○内閣府が中心となり関係省庁間で連携して、衛星画像等により国境離島の海岸線等の状況を継続的に把握することにより、国
境離島の適切な保全・管理を図る。（内閣府、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省、防衛省）

７．北極政策の推進
（１)研究開発
○北極環境の変動メカニズムに関する更なる解明に向けた北極域の科学的データを取得し、解析するため、我が国が強みを有
する、最先端の衛星の開発や、観測基地、観測船等を用いた継続的な観測の強化に取り組む。このため、極域観測用のAUV等
の先進的な技術開発を推進する。また、温暖化監視にも資する極域の海氷観測に不可欠なマイクロ波放射計の高度化を行う。
（文部科学省）

（３）持続的な利用
○水循環変動観測衛星（GCOM-W ）や陸域観測技術衛星２号（ALOS-2）等の衛星による海氷観測データを活用し、北極海航
路における船舶の航行安全のための海氷速報図作成等に係る利用実証を引き続き行う。（文部科学省）

８．国際的な連携の確保及び国際協力の推進
（３）海洋に関する国際協力
○アジア・太平洋地域の熱帯低気圧や火山噴火等による災害リスク軽減に資するため、気象衛星ひまわりの観測データを外国気
象機関へ提供するとともに、リクエストされた領域に対して機動観測（Himawari Request）を実施する。（国土交通省）

８


